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研究成果の概要（和文）： 現在のイギリスではアカデミーやフリースクールという新しいタイプの学校への転
換が促されており、優れた評価を受けている学校が要改善状態の続く学校に立て直しのための人員を派遣する事
例が多い。Ofstedによる評価においてOutstandingが目指され、これがイングランドにおける学校改善の方向性
として確認できる。その支援のために例えば校長会が運営母体であるバーミンガム教育パートナーシップ（BEP)
や全国学校理事会組織（NGA)等が学校個別の学校改善ではなく学校群の改善を指向するという特色と今日的傾向
を指摘することができる。教育省や関係NPO等からも学校改善への支援が継続中であり注目に値する。

研究成果の概要（英文）： In England, conversion to academies or free schools from community schools 
has been stimulated recently. Schools that have received good grade under Ofsted school inspection 
tend to send good teachers to the schools that have received poor grade. For example, Birmingham 
Education Partnership(BEP) or National Governors' Association(NGA) have oriented various improvement
 not in paticular school but among schools. Department for Education(DFE) and some NPOs also 
continue giving support to schools in order to school improvement. These tendencies are noticeable 
results, so we have to pay much attention to these trends.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 近年のわが国における教育の質保証に係
る動向には、第 16 期中央教育審議会答申「今
後の地方教育行政の在り方について」（平成
10 年 9 月）を皮切りとして、とりわけ実効あ
る学校評価の必要性が唱えられ、学校設置基
準等の一連の関係法規改正を経て、今日では
おおむね「学校評価ガイドライン[平成 22 年
改訂]」が地域によって濃淡はあるものの一定
程度定着しつつある。同時に、児童生徒の学
力水準の把握を必要性から全国学力テスト
が実施されるとともに都道府県レベルにお
いても独自の学力実態調査が継続的に実施
されている。このように、わが国における今
般の学校評価を軸とした教育の質保証をめ
ぐる動向には注視すべきものがあるが、学校
の自己評価にとどまらず、地域住民や保護者
を巻き込んだ評価システムの導入の構築が
目指されており、全国を通して好事例がいく
つも参照できるようになってきた。今後いっ
そうの進展が予想される自律的学校経営や
地方教育行政分権化動向のもと、学校教育の
質の向上とその保証がまさに時代的な要請
となっていることを示すものである。 
 いっぽう、各国において蓄積されてきた教
育の価値観が再検討され、国家行政サービス
部門を分権化・分散化した単位の活動にすべ
く調整する、NPM の手法の再検討が進行し
ているケースも見受けられるようになって
きた。しかしながら学校教育水準の成果が重
視される傾向にあることには変わりなく、そ
の内実が鋭く問われるようになってきた。か
かる政策動向はイギリスにおいても同様で
あり、現実の学校経営も大きな影響を及ぼし
ている。イギリス教育行政 1988 年教育改革
法によって抜本的な変質を経験したわけだ
が、全土を通した教育水準の維持向上を図る
制度的保障として特有の視学制度も認証機
関と交わす契約に基づく学校査察を導入す
るといった抜本的な改革を経験した。これは
1992 年に創設された教育水準局（Ofsted）
に置かれる視学官が法に基づいて活動する
ことを基本とするものであり、中央政府から
独立し、教育水準の向上のために、定期的に
すべての学校を一定の基準に基づいて評価
する任務にあたっている。そして今日では柔
軟なシステム対応が実施され、教育の質保証
に資する学校支援の実際もそれぞれの地方
において多様化の傾向にあるのが実情であ
る。しかしながら、児童生徒の教育水準の維
持向上や教師を対象とした教育方法の水準
の維持向上に係る分析は不十分のまま残さ
れている。 
 
２．研究の目的 
本研究においては、日英両国における地方

レベルにおける新しい学校支援の組織・構造
に係る実践事例を収集し、それらの特長を分
析することを主たる目的としている。とりわ
け第三者による学校評価の先進国であるイ

ギリスにおいて、その結果を当事者たる学校
がどのように受容し、学校改善計画を立案し
ているのか、その実態をつぶさに明らかにす
るとともに、かかる取組が必ずしもスピーデ
ィとは言えないわが国への学校支援の在り
方に関わっての示唆を得ることを研究視座
のひとつとして設定している。具体的には、
イギリスの都市部及び地方における教育水
準の維持向上に向けた取組とそれらを促進
する地方当局による支援の事例を、主として
公立の小学校及び総合制中等学校と地方当
局を対象として取り上げ、上記の実態につい
て明らかにしたうえで、取組の効果や課題を
検証する。 
また今日のわが国においては学校評価が

理念的に整理され、今後の実践的効果はすぐ
れて各学校の取組方策の現実化と教育委員
会や教育事務所レベルの支援にかかってい
ることから、その実相を詳細に解明する。 
 
３．研究の方法 
本研究は日英比較研究の視座に立ち、教育

の質の保証、具体的には児童生徒の学力や教
師の授業力、学校経営効率等の向上に資する
学校支援の事例を継続して実証的に検証す
ることを企図しているため、学校管理職や教
職員、保護者、教育委員会、教育センター等
の関係者を対象とした面接調査を実施する。
同時に、イギリスにおける最新の学校支援シ
ステムの実相を浮き彫りにするために、現地
調査も継続して実施する。その際、面接調査
等により、学校関係者はもとより地方当局の
指導主事の役割機能も精査し、提供される学
校支援の成果と課題にかかる当事者達の認
識状況も明らかにする。効果的な学校支援の
組織、内容、方法等のあり方や学校支援者訓
練の実践的効果を検証し、直面する諸課題の
解明と具体的改善方策の提示まで射程に入
れる。 
 
 
４．研究成果 
(1)イングランドにおける急速な学校政策の
進行と水準向上 
 2010 年の政権交代以降、アカデミーやフ
リースクール、ティーチング・スクールとい
った新しいタイプの学校の出現と増加が特
徴的な傾向として看取される。現政権も引き
続いてアカデミーやフリースクールといっ
た新しいタイプの学校への転換を奨励して
いる。こうしたアカデミー政策が強力に推進
されるとともに、優れた評価を受けている学
校が要改善状態の続く学校に立て直しのた
めの人員を派遣する傾向にも拍車がかかっ
ている。そして恵まれない家庭や地域におけ
る幼児教育（private early years）の手当て
も急を要する課題であることが明らかであ
るが、全体の教育水準の維持向上を目的とす
る Ofsted の役割が十分に機能しているかど
うかについては評価が分かれる。 



イングランドにおける最新の動きである
Teaching Schools（指導的立場にある学校を
中心とした連携・協同のシステムを導入する
ことによって各校の教育水準を向上させよ
うとする自律的取り組み：TS）は教育をマネ
ジメントする画工の責任を著しく高めると
ともに、学校に教育の自由を高度に付与しよ
うとするアカデミー政策の一環をなすもの
として把握し得る。 
かかる動向の一方で、公教育制度における

LA のコミット、地方教育行政が先細りとな
りつつあることも特徴の一つとして浮かび
上がる。学校への権限委譲が行きつく先は高
度な学校組織マネジメントを託すリーダー
シップチームであり、従前以上にそれぞれの
学校の自律性が極めて重視され、イングラン
ド型 NPM となりうることを指摘し得る。 
一方で、イングランドにおいても地域差が

顕著になってきており、全体的として上記TS
になりたいという希望の学校は増加中であ
るが、イングランド北部（リバプールやマン
チェスターあたり）は条件に達することがで
きない学校が多く、TS数は伸び悩んでいる。
学校運営資金が不足している地方が TS にな
る可能性は必然的に低くなるので、新 NPM
による格差拡大が懸念されるといえよう。 

 
(2)イングランドにおける学校支援と学校改
善 
まず、学校の第三者評価の内実の変容がみ

られることを整理した。すなわち、学校査察
の 柱 として 、 査察に あ たって は 教 授
(teaching)により強い焦点を当てること。こ
れは学校改善を実現するカギとなる。観察さ
れた様子はインスペクターが来校する学校
査察の期間に限った事象であるのか否か。す
なわち、一断面にすぎない授業観察にもとづ
く評価が、日常的な授業評価として妥当なも
のであるのかどうか確認することの必要性
が強調されている。これは学校改善のための
支援の一つとして、結果的に、教育（学力）
水準(standards)を上げることが最重要課題
として位置付けられ、そして授業の質
(quality of teaching)を高めることを通して、
児童生徒の学習へのインパクトを改善する
ことが極めて強くいしきされていることで
ある。 
今次傾向にみられる従来のシステムとの

大きな相違点は、学校管理職に自己評価結果
の論証を求めることと、とくに児童生徒の学
業達成度の伸び(progress)を実現するために
どのような方策を立て、その結果を把握して
いるのかを具体的に示すことを求めている
ことである。特に中等学校がアカデミーに移
管する傾向が強まるにつれ、学校が校外にア
ピールする学校の特色が、Ofsted が公開する
査察報告書にいかに反映されるかについて
腐心する姿が看取された。 
 以下、具体的な組織的支援について整理し
ておく。 

バーミンガムでは2013年にBEPが校長主
導で設立され、市内 400 校のうちの約４分の
３の学校経営や教育課程等、多面的な支援業
務にあたっている。市全体のレベルは決して
高いとは言えない状況にあるものの、2014
年春にマスコミにリークされた「トロイの木
馬作戦（operation“Trojan Horse”）」事件（強
硬派ムスリムが学校理事会を占め、校長や教
員を総入れ替えしてアカデミー化するとい
う公立学校乗っ取り作戦）の余波がなお残る
なか、学校同士のピアレビューが着実に進行
している。各校の弱点の克服もさることなが
ら、改善に向けてチャレンジする姿勢が重ん
じられ、成果をすぐに求められる環境に置か
れながらも長期的なスパンで取り組む姿勢
が強くみられる。学校管理職には老若男女問
わずマネジメント能力が優れている人物が
就き、校長会の活気や前向きに学校改善に取
り組もうとする BEP による環境作りが進ん
でいる状況が指摘し得る。ただしこうした地
域に根差した取組が、国レベルにおいて積極
的に評価され後押しされているかどうかに
ついては我が国とは大きな違いがある。全国
学 校 理 事 会 組 織 （ National Governors' 
Association NGA は同じ市内にありながら
BEP との協力関係は皆無であった。複数のア
カデミー学校理事会が連合を組み（MAT）、
新しい形で学校支援を指向している。文部科
学省と地方教委が「適切な役割分担及び相互
の協力の下」行われなければならないことが
法定されていることは我が国の特長だが、修
正主義に立脚しBEPもNGAにも試行的意味
合いが強い政策上の性格と言えよう。詳細な
規程を作成し万全を期して実施する我が国
の状況と比較すると、学校と行政の関係性を
いかに構築するかといった手法の違いとい
う視点から極めて大きな相違があることが
伺える。 
一方、現地調査を実施した学校現場レベル

においては、例えばある小学校では低学年児
童（就学前レセプションクラスも含んで）で
音声教授法（phonic teaching）を取り入れ
て英語の基礎固めを図っている事例もあっ
た。５歳の段階で能力振り分けテストを実施
し、不合格児童は再学習を義務づける。これ
は KS1 終了後（７歳時点）に受けるナショ
ナルテストで好成績をとるための戦略であ
り、独特の「取り出し授業（指導）」の姿で
ある。さらには学校水準の向上のために、ア
ウトスタンディングな小学校の教頭が評価
の芳しくない学校（failing school）の立て直
しに校長として赴く事例も見受けられた。か
かる管理職の奮闘は、自分の学校をティーチ
ング・スクールにしたいという意欲にも支え
られている事情も見受けられた。 
中等学校では授業参観記録シート（lesson 

observation sheet）を活用し（集録資料参照）、
常時、管理職による授業参観を実施し、最高
の評価をもらい続けることに腐心する姿が
浮き彫りになった。こうした管理職チームの



授業改善を基軸に据えた学校改善へのアプ
ローチは、小学校同様、ティーチング・スク
ールとして認められたいという強い熱意に
も支えられているのである。多くの中等学校
では管理職が示す学校経営方針が職員にも
よく理解され、着実に進行する施設設備の拡
充はもとより、教職員が学科の枠を超えて生
徒に寄り添う姿が授業にも強く反映されて
いることは我が国にも大きな示唆を与える
ものである。 
イングランドにおける学校改善は、1980

年代以降の政府主導によって学校間競争を
促すことで支援につなげようとする仕組み
から変容し、功罪相半ばしているものの「自
己改善型システム（school-led system）」の
浸透とともに学校間連携に基づいた改善支
援が多くの場合改善の端緒となっているこ
とを指摘し得る。 
 
(3)日本における学校評価を通した学校改善
への支援 
福岡市学校評価の展開過程は、教育委員会

と学校が第三者による学校サポートを活用
して児童生徒、保護者、地域住民にとってよ
り良い学校を目指すという共同的な学校ガ
バナンスを指向するという意味において、教
育と教育行政の新しい民主主義スタイルの
パイロット的な試みとして位置付けられる
と思われる。そして第三者による学校サポー
ト報告書を教職員及び学校関係者が活用し、
さらに継続して改善に向けての計画を策定
するとともに、従来の試行事業では単年度の
ものを福岡市では 2年間を通したサポートを
提供することによって、管理職及び教員の自
己統治能力（ガバナビリティ）を学習的関係
性において高めていくことにもつながらせ
ようという意図を持っていた。また、広島市
における学校の第三者評価は、2006（平成
18）年度から学校評価システムの一環を形成
している。こうした経緯から同市の取り組み
は全国的にみて立ち遅れている第三者評価
のケースとして注目され、学校評価研究の素
材としてこれまでも多くの研究者によって
参照されてきた。同市の学校評価は次のよう
な性格を持つ。 
第一に、専門家評価を受ける学校は、それ

を希望する学校が優先されるともに、教育委
員会が一定の方針のもと、「ぜひみてもらい
たい」学校を選定し、管理職とすり合わせの
上実施していることである。 こうした事前
作業を経ることによってミスマッチが避け
られ、職員にも準備態勢を整える時間が確保
されるとともに、チームによる十分な事前調
整が図れることである。この点については、
第三者による学校評価の本家たるイングラ
ンドのそれとは大きく様相を異にしている。 
イングランドでは学校査察の２～３日前の
通告である「不意打ち(snapshot）)が一般的
であるが、このシステムでは我が国の学校に
対してはいっそうの混乱と反発が予想され、

意図する評価が困難となることは明らかで
あることが予想される。 
 本研究で取り上げた広島市と福岡市の２
政令指定都市は、他の指定都市と同様いずれ
も 2017（平成 29）年度から税源移譲がなさ
れ、教員の雇用形態や福利厚生を含めて大き
く変容することが予定される。教委事務局と
しては補助事業等に関する県との調整が必
要であったことからほぼ解放され、これまで
の学校評価事業実績がいかに継承されるの
か（廃止されるのか拡充されるのか）大きな
分岐点を迎える。改めてガイドライン・ガイ
ドブック等の趣旨に立ち返り、学校評価をツ
ールとして活用しつつ、若い教員が急増して
いる学校をよりよい教育の場として開発
（develop）する視点を持ち続けることが極
めて重要であるといえよう。 
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